
様 式第一号 (第 一条 の二及 び第二条 関係 )(第 一面 )

都 道府 県 労働 局長 殿

一般事 業 主行 動 計 画 策 定 。変 更届

届 出年 月 日

(日 本 工 業 規 格 A列 4)

平成 23年 4

215人

平 成 23年 4月 1日

一般 事 業 主 の氏名 又 は名 称  学校 法 人

(法 人 の場 合 )代 表者 の氏名  理 事 長

住      所  〒530‐ 0012
大 阪 市 北 区 芝 田 2丁 目

番   号   06‐ 6371‐2022電  話

、次世代育成支援対策推進法第 12条一般事業主行動計画

亀 l≦藝殊 喜奮子峯 臆[1丁 届 け出ます。(くE項 。第 4項 )の 規定

記

1.常 時雇 用す る労働者 の数

2.一 般 事 業 主行 動計画 を (医ン ・ 変 更)し た 日

3.変 更 した場合 の変更内容
① 一般事業主行動計画の計画期間
②  目標又 は次世代育成支援対策 の内容 (既 に都道府県労働局長 に届 け出た一般事業主行動

計画策定・変更届の事項 に変更を及 ぼす よ うな場合 に限る。 )

③ その他

一般 事 業 主行 動計画 の計 画期 間  平成 23年 4月  1日  ～ 平成 27年 3月 31日

雇用環境 の整備 に関す るものを定 めてい る

①以外 の次世代育成支援対策に関す るものを定めている
① と② の両方を定めている

6.一 般 事 業主行 動計画 の公 表 の方法

４

　

５

イ ン タ ー ネ ッ トの 利 用 ぐ〔 ■ の ホ ー ム ペ

=壼
》 。両 立 支 援 の ひ ろ ば 。そ の 他

))
その他 の公表方法

7.一 般事業主行動計画 の労働者への周知 の方法

① 事業所 内の見やすい場所への掲示又 は備 え付 け

⊂ざ郎軍i± 3港里言墓僣
交付

④ その他 の周知方法

(

8.次 世代育成支援対策 の内容 (第 二面に記載す ること)

9.次 世代育成支援対策推進法第 13条 に基づ く認定の申請 をす る予定 (有 (璽>未 定 )

⑩
(

②

(



(第 二面 )

(記 載 要領 )

1.「 届 出年 月 日」欄 は、都 道府 県 労働 局長 に 「一般 事 業 主行動 計 画 策 定 。変更届 」 (以 下 「

届 出書 」 とい う。 )を 提 出す る年 月 日を記 載 す る こ と。

2.「 一般 事 業主 の氏名 又 は名 称 、代 表者 の氏名 、住 所及 び 電話番 号 」欄 は、 申請 を行 う一般

事 業 主 の氏名 又 は名 称 、住 所及 び 電話番 号 を記 載 す る こ と。氏名 につ い て は、記名 押 印又

は 自筆 に よ る署名 のいず れ か に よ り記載す る こ と。 一般 事 業 主 が 法人 の場合 に あつ て は 、

法 人 の名 称 、主 た る事 務 所 の所在 地及 び代表者 の氏名 を記 載す る こ と。代表者 の氏名 につ

い て は、記名 押 印又 は 自筆 に よ る署名 の いずれ か に よ り記 載す る こ と。電話 番 号 につ いて

は、主 た る事 務所 の電 話番 号 を記載 す る こと。

3.「 一般 事 業主行動計画 を (策 定 。変更)」 欄 は、該 当す る文字 を〇で 囲む こ と。 「第 12条
(第 1項 。第 4項 )」 欄 は、常 時雇 用す る労働 者 の数 が 301人 (平 成 23年 4月 1日 以

降 は、 101人 )以 上 の一般 事 業主 は第 1項 の文字 を○ で、 300人 (平 成 23年 4月 1

日以降 は 、 100人 )以 下 の一般 事 業 主 は第 4項 の文字 を○ で 囲む こ と。

4。 「 1.常 時雇 用す る労働 者 の数 」欄 は届 出書 を提 出す る 日又 は提 出す る 日前 の 1か 月 以 内
のいず れ か の 日にお いて常 時雇 用す る労働 者 の数 を記 載 す る こ と。

5。 「2.一 般 事 業主行 動 計 画 を (策 定 。変 更)し た 日」欄 は、該 当す る文字 を○ で 囲む とと

もに、策 定又 は変 更 した 日を記載 す る こ と。

6.「 3.変 更 した場 合 の変 更 内容 」欄 は 、該 当す る ものの番 号 を○ で 囲む こ と。

7.「 4.一 般 事 業 主行 動計 画 の計画 期 間」欄 は、策 定 した一般 事 業 主行 動計画 の計画 期 間 の

初 日及 び末 日の年 月 日を記 載す る こ と。

8.「 5.目 標 」欄 は 、達成 しよ うとす る 目標 と して 一般 事 業主行 動 計画 に定 めた もの に該 当

す るもの の番 号 を○ で囲む こ と。

9。 「6.一 般 事 業 主行 動 計 画 の公 表 の方 法 」欄 は 、該 当す る もの の番 号 を○ で 囲み 、① を

囲んだ場 合 は、そ の方法 を囲むか 、記 載 す る こ と。 「②  そ の他 の公 表 方 法 」の番 号 を○

で 囲ん だ場 合 は、① 以外 の公 表 の方法 を記 載 す る こ と。 なお 、当該欄 につ い て は、公 表 が

義 務 で あ る事 業 主 につ い て は、必 ず記 載す る こ と。 また 、努 力 義 務 で あ る事 業 主 につ い て

は、公 表 を行 つて い る場 合 に記載 す る こ と。

10。 「 7.一 般 事 業 主行 動 計 画 の労働 者 へ の周 知 の方 法 」欄 は 、該 当す る もの の番 号 を○

で 囲み 、 「④  そ の他 の周知 方 法」 を○ で 囲ん だ場 合 は、① か ら③ 以外 の周知 の方法 を記

載 す る こ と。 なお 、 当該 欄 につ い て は、周知 が義 務 で あ る事 業 主 につ い て は、必 ず記 載 す
る こ と。また 、努 力義 務 で あ る事 業主 につ いて は、周 知 を行 つて い る場 合 に記 載 す る こ と。

11.「 8.次 世 代 育成支 援 対 策 の 内容 」欄 は、一般 事 業 主行動 計 画 の内容 と して定 めた事項
につ い て 、行 動計 画 策 定指針 (平 成 21年 国家公 安 委 員 会 、文部 科 学省 、厚 生 労働 省 、農

林 水産省 、経 済産 業省 、国土交通省 、環境省 告 示第 1号 )に お いて一般 事 業 主行 動計 画 に

盛 り込 む こ とが望 ま しい と され て い る事項 を定 めた場 合 は、そ の記 号 (1の (1)の ア か

らシ、 1の (2)の アか らオ 、 2の (1)か ら (5))を ○で 囲み 、そ の他 の項 目を定 め

た場 合 は 1の (1)の 「そ の他 」 、 1の (2)の 「そ の他 」又 は 2の 「その他 」 にそ の概

要 を記 載す るこ と。変 更 届 の場合 は、変 更後 の一般 事 業 主行 動 計 画 の内容 と して 定 め られ

てい る項 目のす べ て につ い て○ で 囲み又 は記載 す る こ と。

12.「 9。 次 世代 育成 支援 対 策 推進 法第 13条 に基 づ く認 定 の 申請 をす る予定 」欄 は、該 当

す る文字 を○で 囲む こ と。



様式第一号 (第一条の二及び第二条関係) (第 二面 )

行動計画策 定

指針 の事項
次 世 代 育 成 支 援 対 策 の 内 容 と して 定 め た 事 項
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0 妊 娠 中や 出 産 後 の 女 性 労 働 者 の健 康 の確 保 につ い て 、労 働 者 に対 す る制 度 の周 知 や
情 報 提 供 及 び 相 談 体 制 の整 備 の 実 施

イ 子 ど も が 生 ま れ る 際 の 父 親 の 体 暇 の 取 得 の 促 進

ウ 育児・介護体 業法 の育児 休 業制度 を上回 る期 間、回数等 の体 業制度 の実施
エ 育児 休 業 を取 得 しや す く、職 場 復 帰 しや す い 環 境 の整 備 と して 次 の いず れ か 一 つ 以

上 の措 置 の 実 施

(ア )男 性の育児休業取得を促進す るための措置の実施

(イ )労 働 者 の育 児 休 業 中 にお け る待 遇 及 び 育 児 休 業 後 の 労 働 条 件 に 関す る事 項
につ い て の周 知

(ウ )育 児体業期間中の代替要員の確保や業務内容 、業務体制の見直 し

(工 )育 児休業を している労働者 の職業能力の開発及び向上のための情報提供
(オ )育 児 休 業 後 にお け る原 職 又 は原 職 相 当職 へ の復 帰 の た め の業 務 内容 や 業 務

体 制 の見 直 し

オ 子 ども を育 て る労 働 者 が利 用 で き る次 の いず れ か 一 つ 以 上 の措 置 の実施
(ア )三 歳以上 の子 を養 育す る労働者 に対す る所定外労働 の免 除
(イ )三 歳以上 の子 を養 育す る労働者 に対す る短時間勤務制度
(ウ )フ レックス タイム制度

(工 )始 業・ 終 業 時刻 の繰 上 げ又 は繰 下 げ の制 度

カ 子 どもを育て る労働者 が利用 できる事業所 内保 育施設 の設置及び運営
キ 子 どもを育 て る労働者 が子育 てのた めのサー ビス を利用す る際 に要す る費 用 の援 助 の措

置 の実施

ク
労 働 者 が 子 ど もの 看 護 の た め の体 暇 につ い て 、 時 間 単 位 で 取 得 で き る等 よ り利 用 し
や す い制 度 の導 入

ケ 希 望 す る労働 者 に対 す る勤 務 地 、 担 当業 務 の 限 定 制 度 の 実施
コ 子 育 て を行 う労 働 者 の社 宅 へ の入 居 に 関す る配 慮 、子 育 て の た め に必 要 な費 用 の 貸

付 け の 実 施 な ど子 育 て を しな が ら働 く労 働 者 に配 慮 した 措 置 の 実 施

④ 育児・ 介 護 体 業 法 に基 づ く育 児 休 業 等 、雇 用 保 険 法 に 基 づ く育 児 休 業 給 付 、労 働 基
準 法 に基 づ く産 前 産 後 休 業 な ど諸 制 度 の周 知

シ 出 産 や 子 育 て に よ る退 職 者 に つ い て の 再 雇 用 制 度 の 実 施

○
他

(概 要 を記載す る こと)

労働者 が子供 の看護 のた めの体 暇 について学校行事へ の参加や育児全般 に利用 しやす い制
度の導入

ア 所 定 外 労 働 の 削 減 の た め の 措 置 の 実 施

イ 年 次 有 給 体 暇 の 取 得 の 促 進 の た め の 措 置 の 実 施

ウ 短時間正社員制度 の導入・定着

エ 在宅勤務等 の場所 。時間に とらわれ ない働 き方 の導入

オ 職 場 優 先 の意 識 や 固定 的 な性 別 役 割 分 担 意 識 の是 正 の た め の情 報 提 供 ・ 研 修 の実 施

そ
の
他

(概 要 を記載す る こと)
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１
以
外
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援
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策
に

関
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る
事
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託児 室・授 乳 コー ナ ー や 乳 幼 児 と一 緒 に利 用 で き る トイ レの設 置 等 の整 備 や 商 店 街
の 空 き店 舗 等 を活 用 した 託 児 施 設 等 各 種 の 子 育 て 支 援 サ ー ビス の 場 の提 供

(2) 地域 にお い て子 どもの健 全 育成 のた めの活動 等 を行 うNPO等 へ の労働 者 の参加
を支援す るな ど、子 ども 。子 育 て に関す る地域 貢献活 動 の実施

(3) 子 ど もが保 護 者 で あ る労 働 者 の働 い て い る と こ ろ を 実 際 に 見 る こ とが で き る「子 ど
も参 観 日」 の 実 施

(4) 労 働 者 が 子 ど も との 交 流 の 時 間 を確 保 し、家 庭 の教 育 力 の 向 上 を 図 るた め 、企 業 内
にお い て 家 庭 教 育 講 座 等 を地 域 の教 育 委 員 会 等 と連 携 して 開設 す る等 の 取 組 の 実
施

(5) 若年 者 に対 す るイ ン ター ン シ ップ等 の就 業 体 験 機 会 の提 供 、 トライ アル 雇 用 等 を通 じ
た雇 入 れ 又 は職 業 副1練 の推 進

そ
の
他

(概要 を記載す ること)



■

■

■

学校法人 上 日学園 一 般事業主行動計画

職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすしヽ雇用環境の整備を行うた

め、次のように行動計画を策定する。

1 計 画期FB3:平成23年 4月  1日 から 平 成27年 3月 31日 までの4年 間

2 内   容

目標 :子 の看護休8限の対象範囲を拡大する (学校行事への参加や育児全般に使

かえるようにする)。

【目標を達成するための方策と実施時期】

平成23年  4月 ～  検 討会の設置、検討開始

平成23年  7月 ～  各 吉8署ごとに問題点の検討

平成23年  9月 ～  社 内広報話等による職員への周知

平成24年  4月 ～  子 の看護休8段の対象範囲を拡大

贈員が仕事と子育てを両立させることができ、職員全員が働きやすい環境を作ることに

よって、すべての職員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動

計画を策定する。

1 計 画期間 :平成23年 4月  1日 から 平 成27年 3月 31日 までの4年 間

2 内   容

目標 1:産 前産後体業や育児体業、育児体業給付、育体中の社会保険料免除など

制度の周知や情報提供を行う。

【目標を達成するための力策と実施時期】

平成23年  4月 ～  法 に基づ<諸 制度の調査

平成23年  9月 ～  制 度に関するパンフレットを職員に配布

目標2:妊 娠中、育児体業中及び復職後の女性職員のための相談窓□を設置する。

【目標を達成するための方策と実施時期】

平成23年  9月 ～  相 談窓□担当者の選定

平成24年  4月 ～  窓 □担当者の研修、窓□設置


